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災害対策基本法の改正に伴い

「放置車両の移動訓練」を実施します（四国初）
～大雪災害を想定した実働訓練～

平成26年11月14日に災害対策基本法の改正法が成立し、本法律が21日に施行され

ることとなりました。これにより、大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、

緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者による放置車両対策の強

化が図られることとなります。

この改正を踏まえて、国土交通省松山河川国道事務所では、四国で初めて、大雪

時に走行不能となった車両が路上に放置され、通行障害となった場合の道路交通の

確保を目的とした「放置車両の移動訓練」を以下のとおり実施します。

１．日 時 平成２６年１１月２６日（水） １１：００～１２：００
※小雨決行（ただし、大雨・雪等の場合は中止）

２．場 所 愛媛県東温市河之内 国道１１号 登坂車線
【参考資料－１参照】

３．参加機関 松山南警察署、一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）、
松山河川国道事務所及び道路維持工事受注業者 約３０人

４．内 容 大雪時に国道上に放置されている車両を想定した移動訓練
【参考資料－２参照】

５．そ の 他 当日取材可

※改正災害対策基本法の概要は、【参考資料－３】参照。

平成２６年１１月１８日

国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所

本施策は、四国圏広域地方計画「NO．６防災力向上プロジェクト」の取組に該当します。

【問い合わせ先】（○：主な問い合わせ先）

国土交通省 四国地方整備局

松山河川国道事務所 ＴＥＬ０８９－９７２－００３４（代表）

副 所 長 黒 木 賢二郎
くろ き けん じ ろう

道 路 管 理 第 一 課 長 大 谷 昭 人
おお たに あき ひと

西条国道維持出張所 ＴＥＬ０８９７－５６－１２６４

出 張 所 長 中 野 晴 樹
なか の はる き

松山第一国道維持出張所 ＴＥＬ０８９－９５６－０３２６

○出 張 所 長 楠 定 晴
くすのき さだ はる

松山第二国道維持出張所 ＴＥＬ０８９－９７８－２３８２

出 張 所 長 松 本 洋 一
まつ もと よう いち



◆訓練会場　位置図

　　【この地図は、国土地理院の標準地図25000を使用したものである。】

※移動訓練の取材・見学等の駐車場は、　国道１１号　「レストパーク桜三里」　をご利用ください。
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◆訓練内容

○訓練の目的

道路交通の確保を目的とし、関係機関との連携や車両の移動の手順を確認する。

○実施日及び場所
・実 施 日：平成２６年１１月２６日（水）　１１：００～１２：００
・実施場所：東温市河之内（国道１１号 登坂車線付近）（距離標：２１４ｋ０００下り）

○参加機関
・国土交通省松山河川国道事務所
・松山南警察署
・一般財団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）
・管内国道の道路維持工事受注業者

○訓練内容
（１）放置車両による渋滞等の確認のため、道路パトロールカーにて状況確認。
（２）放置車両の現認および報告。
（３）県警パトロールカーの先導で移動作業車の出動。
（４）移動作業開始。
　①スタックしたトレーラー車（運転手は運転席でどうすることも出来ない状態）
　　を、グレーダーにて移動。【道路維持工事受注業者】
　②ＪＡＦ作業車により大型トラック（運転手不在だがドアの鍵は開いている
　　状態）を道路の拡幅部まで移動する。【ＪＡＦ】
　③国交省パトロールカーで牽引し、簡易ジャッキにて、普通乗用車（運転手
　　不在でドアに鍵がかかっている状態）を道路の拡幅部まで人力で移動する。
　　【国土交通省】
（５）移動完了後、車両に通知書を貼り付ける。

　
　

　大雪時に走行不能となった車両が路上に放置され、通行障害となった場合等の
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【訓練会場 イメージ】



●災害対策基本法の一部を改正する法律 参考資料－３

法律の概要

※資料は、内閣府記者発表資料より引用




